
内
閣
衆
質
一
六
四
第
二
五
八
号

平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
内
山
晃
君
提
出
柔
道
整
復
師
及
び
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
な
ど
に
よ
る
運
動
機
能
回
復
訓
練
指
導
に
関
す

る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日
受
領

答

弁

第

二

五

八

号



衆
議
院
議
員
内
山
晃
君
提
出
柔
道
整
復
師
及
び
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
な
ど
に
よ
る
運
動
機
能
回
復
訓
練
指
導
に

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
十
七
号
）
及
び
柔

道
整
復
師
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
十
九
号
）
に
定
め
る
、
あ
ん
摩
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
若
し
く
は
指
圧
、
は
り
、
き
ゅ
う
又

は
柔
道
整
復
は
、
「
医
業
類
似
行
為
」
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
医
療
類
似
行
為
」
と
い
う
答
弁
に
つ
い
て
は
、
「
医
業
類
似

行
為
」
の
趣
旨
で
答
弁
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚

生
省
令
第
三
十
七
号
）
等
に
よ
り
指
定
通
所
介
護
事
業
者
等
が
通
所
介
護
等
の
事
業
を
行
う
事
業
所
等
に
配
置
す
る
機
能
訓

練
指
導
員
に
つ
い
て
、
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
」
（
平
成
十

一
年
九
月
十
七
日
付
け
老
企
第
二
十
五
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
に
よ
り
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法

士
、
言
語
聴
覚
士
、
看
護
職
員
（
看
護
師
又
は
准
看
護
師
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
柔
道
整
復
師
又
は
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー

一



ジ
指
圧
師
の
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
旨
を
各
都
道
府
県
に
対
し
通
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
各
都
道
府
県
に
お
い
て

市
町
村
、
関
係
団
体
及
び
関
係
機
関
等
に
対
し
て
周
知
徹
底
が
図
ら
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

な
お
、
厚
生
労
働
省
が
実
施
し
て
い
る
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
施
設
・
事
業
所
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
現

在
、
指
定
通
所
介
護
事
業
者
が
当
該
事
業
所
に
配
置
し
て
い
る
機
能
訓
練
指
導
員
に
つ
い
て
は
、
常
勤
換
算
従
事
者
数
で
、

理
学
療
法
士
が
三
百
四
人
、
作
業
療
法
士
が
百
九
十
八
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
柔
道
整
復
師
及
び
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指

圧
師
の
合
計
は
九
百
十
三
人
と
な
っ
て
い
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
医
師
の
指
示
の
下
に
理
学
療
法
等
の
診
療
の
補

助
に
該
当
す
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
を
行
う
事
業
所
に
は
、
診
療
の
補
助

を
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
資
格
を
有
す
る
者
が
配
置
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
お
い
て
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
事
業
を

行
う
事
業
所
に
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
、
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
及
び
言
語
聴
覚
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
診
療
の
補
助

二



を
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
看
護
職
員
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
及
び
言
語
聴
覚
士
（
以
下
「
理
学
療
法
士
等
」

と
い
う
。
）
を
一
定
数
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
及
び
柔
道
整
復
師
に
つ
い
て
は
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に

関
す
る
法
律
及
び
柔
道
整
復
師
法
に
基
づ
き
、
医
業
類
似
行
為
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
理
学
療
法
士
等
と
は

異
な
り
診
療
の
補
助
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
お
い
て
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
事
業
を
行
う

事
業
所
に
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
及
び
柔
道
整
復
師
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
は
定
め
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ

り
、
現
時
点
で
こ
の
取
扱
い
を
変
更
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

な
お
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
に
よ
り
通
所
介
護
の
事
業
を
行
う
事

業
所
等
に
配
置
さ
れ
る
機
能
訓
練
指
導
員
が
行
う
機
能
訓
練
は
、診
療
の
補
助
と
し
て
行
わ
れ
る
理
学
療
法
等
と
は
異
な
り
、

日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
機
能
の
減
退
を
防
止
す
る
た
め
の
訓
練
で
あ
る
。
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
機
能
訓
練
指

導
員
に
つ
い
て
は
、
身
体
運
動
に
識
見
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
資
格
を
有
す
る
者
を
広
く
認
め
て
お
り
、
理
学
療
法

士
等
に
加
え
て
、
柔
道
整
復
師
及
び
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
の
資
格
を
有
す
る
者
を
機
能
訓
練
指
導
員
と
し
て
認
め
て

三



い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四


